
 

 

 

 

 

 

遺遺遺遺    産産産産    分分分分    割割割割    協協協協    議議議議    書書書書    

 

被 相 続 人  田中 太郎（平成２０年１２月１０日死亡） 

最 後 の 住 所  広島市東区戸坂千足１丁目４番１０号 

本      籍  広島市東区１丁目耕４９１番地 

登記簿上の住所  広島市戸坂町３番地の２１ 

 

 

相 続 人（１） 田中 一郎 （昭和２３年２月９日生） 

    住  所  広島市東区戸坂千足１丁目２番２号 

    本  籍  広島県尾道市因島重井町２３４５番地 

 

相 続 人（２） 田中 二郎 （昭和２６年３月３日生） 

    住  所  大阪府羽曳野市寺町３丁目２１番２１号 

    本  籍  広島県尾道市因島重井町２３４５番地 

 

相 続 人（３） 大西 花子 （昭和２８年９月３日生） 

    住  所  大阪府羽曳野市寺町１丁目２番３０号 

    本  籍  大阪府羽曳野市寺町１丁目２番３０号 

 

上記、被相続人田中 太郎の相続人である田中一郎、田中二郎、大西花子は、本日、その相続財産

について、次のとおり遺産分割の協議を行った。 

 

記 

 

１．相続財産中、次の不動産については、相続人田中一郎が相続する。 

所在地 広島市東区１９番 

地 目 宅地 

地 積 ６７３．４８平方メートル    持分２００分の１ 

 

２．相続財産中、次の不動産については、相続人田中次郎が相続する。 

所在地 広島市東区１９番 

地 目 宅地 



地 積 ６７３．４８平方メートル    持分２００分の９９ 

 

所在地 広島市東区１９番 

地 目 田地 

地 積 ２７７．４８平方メートル    持分２分の１ 

 

所在地 広島市東区戸坂千足１丁目５１５番地の１ 

家屋番号 ５１５番４    

種 類 居宅 

構 造 木造瓦葺２階建 

床面積 １階   １４５．４８平方メートル   

    ２階    ４５．２５平方メートル 

 

３．相続財産中、次の不動産については、相続人大西花子が相続する。 

所在地 広島市東区１９番 

地 目 宅地 

地 積 ６７３．４８平方メートル    持分２００分の９９ 

 

所在地 広島市東区１９番 

地 目 田地 

地 積 ６７３．４８平方メートル    持分２００分の９９ 

 

所在地 広島市東区戸坂千足１丁目５１５番地の１ 

家屋番号 ５１５番４    

種 類 居宅 

構 造 木造瓦葺平屋建 

床面積 １４５．４８平方メートル   

（付属建物の表示） 

符 号   １ 

種 類   物置 

構 造   木造瓦葺２階建 

床面積   １階  ２９，７９平方メートル 

      ２階  １３，７９平方メートル 

 

符 号   ２ 

種 類   物置 

構 造   木造瓦葺平屋建 

床面積   ２９，７９平方メートル 

 

上記のとおり、相続人全員による遺産分割協議が真正に成立したことを証するため、上記相続人は



各自署名押印し、各自１通保有するものとする。 

平成２１年１月１５日 

 

【相続人 田中 一郎 】 

住  所 広島市東区戸坂千足１丁目２１番１４号 

氏  名               実印 

 

【相続人 田中 二郎 】 

住  所 広島市東区戸坂千足１丁目２１番１４号 

氏  名               実印  

 

【相続人 大西 花子 】 

住  所 広島市東区戸坂千足１丁目２１番１４号 

氏  名               実印  

 

※ 実印を押印し、各人の印鑑証明書を添付します 

 

 

＜＜＜＜相続税相続税相続税相続税のののの負担負担負担負担にににに言及言及言及言及するするするする場合場合場合場合のののの追加文例追加文例追加文例追加文例＞＞＞＞    

    

２．預貯金は共同相続人の法定相続分により分割し、その金額を引き出し、内金○○万円を相続税の

支払に充当し、残額は登記等の諸費用に充当する。 

 

 

 

 


